
公共施設等総合管理計画の
簡素化及び記載事項の見直し

計画の概要
地方公共団体が所有する全ての公共施設等を対象に、
地域の実情に応じて、総合的かつ計画的に管理する計画
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【求めること】

・公共施設等総合管理計画を簡素化すること。
・各施設類型の個別施設計画で定めている記載事項
との重複はなくすこと。

公共施設等
総合管理計画

個別施設計画（庁舎施設）
・
・
・

個別施設計画（道路施設）
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どのように簡素化されれば支障が解決されるか。

具体的には、「令和４年４月１日付け改訂 公共施設等
総合管理計画の策定等に関する指針」（以下、指針とい
う。）で示される「記載すべき事項」および「総合管理
計画策定・改訂に当たっての留意事項」において指示し
ている内容を簡素化する。
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総合管理計画と個別施設計画で重複して記載を求められている
項目の例示
【総合管理計画】
指針の「公共施設等の管理に関する基
本的な考え方」より
①点検・診断等の実施方針
今後の公共施設等の点検・診断等の
実施方針について記載すること。

②維持管理・更新等の実施方針
維持管理・更新等の実施方針などを
記載すること。

【個別施設計画】
「インフラ長寿命化基本計画の体系」
より
４．個別施設の状態等：
点検・診断によって得られた各施設
の状態について、施設毎に整理

５．対策内容と実施時期：
各施設の状態等を踏まえ、次期点検・
診断や修繕・更新等の対策の内容と時
期を明確化

個別施設計画では各施設類型に応じた点検や更新を計画してい
る。総合管理計画では「道路」と「学校」等、用途の異なる各
分野に共通した記載をすることが困難であり、個別施設計画の
内容を施設類型毎に再掲することとなる。
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前述の他、指針に記載の
「③安全確保の実施方針」
「④耐震化の実施方針」
「⑤長寿命化の実施方針」
「⑥ユニバーサルデザイン化の推進方針」
「⑦脱炭素化の推進方針」
等についても各個別施設計画に記載するほか、各関係法令（建築
基準法、消防法等）に基づく取組も行われており、総合管理計画
には記載不要または圧縮可能

「総合管理計画策定・改訂に当たっての留意事項」の内容の簡
素化について、記載不要な項目や、記載内容が圧縮できると考
える項目等

7
0



【不要な労力、非効率となっていること】

•各分野の個別施設計画で記載済みの項目を再掲したり、計画期
間や集計方法の異なる各計画間の数値を再調整したりする必要
がある。

•施設の再編等の中長期的な方針について、合意形成には時間が
かかるため、一律に定められた期限までに、財源の裏付けのあ
る中長期的な経費の見込みを作成するのは大変難しい。結果と
して、財源の裏付けがなく、実効性のない計画とならざるを得
ない。（次スライドで提案）
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更なる事務負担軽減のために求める見直し内容
（一律に定められる総合管理計画の見直し期限について）

・一律に定められた期限とは、総合管理計画の見直し期限（「令和３
年１月26日付け総務省自治財政局財務調査課長通知」において定めら
れたもの）のことである。総合管理計画の計画期間は各地方公共団体
でそれぞれ定めており、定められた見直し時期と計画期間の終了とが
近いと、度々計画策定・見直しに時間を割かれることになる。
・また、計画期間終了（次期計画策定）に向けて、各施設の方針につ
いて議論を進めている場合、その途中で公表する数値は議論が不十分
なものになる。
・計画見直し時期は、各地方公共団体が判断できるものとする。
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国庫補助事業申請等に係る個別施設計
画の策定及び変更義務の廃⽌

1

令和４年７⽉
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重点番号63：国庫補助事業申請等に係る個別施設計画の策定及び変更義務の廃止（神戸市）



⻑寿命化計画の位置付け
・2013年11⽉に策定された「インフラ⻑寿
命化基本計画」において、各地⽅団体は、
2020年頃までに個別施設ごとの個別施設計
画の策定が求められた。

・神⼾市では、⽂部科学省策定の「計画策
定にかかる⼿引き」等を参考に、「神⼾市
学校施設⻑寿命化計画」を２０１９年に策
定した。本計画は、「神⼾市公共施設等総
合管理計画」の個別施設計画としても位置
付けられている。

2

インフラ⻑寿命化
基本計画

⽂部科学省インフラ
⻑寿命化基本計画

神⼾市公共施設等
総合管理計画

神⼾市学校施設
⻑寿命化計画

市営住宅など
庁舎⼀般施設等
インフラ系施設

≪個別施設計画≫

神⼾市国
「早期に策定」

「早期に策定」

「補助の前提条件」
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⽀障（財政措置の前提条件化など）
・⻑寿命化改修等を進めるためには、国庫
補助⾦や市債の活⽤が必要となっているが、
現在、個別施設計画の策定が、国庫補助事
業申請などの財政措置の前提条件となって
いる。

・⽂部科学省インフラ⻑寿命化計画におい
ては、上記のほか、計画⾒直し時に盛り込
むべき項⽬、⾒直し時期、などについても
地⽅団体に求めることとされている。

3

⽂部科学省インフラ⻑寿命化計画（⾏動計画）（抜粋）
（３）個別施設計画の内容充実や適時の計画の⾒直し

○⽂部科学省は、全ての公⽴⽂教施設について、早期に個別施設計画を策定
するよう個別施設計画策定の進捗状況について定期的に把握・公表するとと
もに、今後は、公⽴学校施設については個別施設計画の策定を交付⾦事業に
係る申請の前提条件とし、個別施設計画が未策定の設置者に対して、早期に
策定するように促す。

○また、⽂部科学省は、各設置者に対して、策定した個別施設計画につい
て、計画の⾒直しの際には重要項⽬の全てやトータルコストの縮減・予算の
平準化の記載を盛り込むよう促す。

○さらに、⽂部科学省は、各設置者に対して、策定した個別施設計画が公
共施設等総合管理計画の内容を踏まえつつ、各設置者の教育ビジョン等に掲
げられた施策や、社会状況の変化等を踏まえた、新しい時代の学びを実現す
るための公⽴⽂教施設の整備に繋がるものとなるよう、適時に（５年程度と
することが望ましい）⾒直すよう促す。

○加えて、⽂部科学省は、策定した個別施設計画の内容の把握のため、必
要に応じて調査項⽬を精査しつつ、定期的に個別施設計画の実態を調査する
とともに、その調査結果を⽐較可能な形で⾒える化し、計画の内容を充実す
るよう促す。
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提案内容

・今後、国の要請に基づき、計画策定・⾒
直しを求められた場合には、新たな事務負
担が発⽣する。

・地⽅団体では、学校施設の⻑寿命化改修
等の推進にあたっては、施設の状況や予算、
実施体制等を含めた、地⽅団体の現状を踏
まえ、計画的に進めている。現計画を⾒直
す場合は、必要に応じて、地⽅団体が⾃主
的に⾏う。

4

計画策定 計画⾒直し 計画⾒直し

計画策定 計画⾒直し

今後、地⽅団体が⾏う学校施設整備の推進に対し、国が財政措置を⾏うにあたって、
個別施設計画（学校施設⻑寿命化計画）の策定・⾒直しを前提条件としないこと

国からの要請を受け
策定・⾒直し

国から
の要請

国から
の要請

国から
の要請

財政措置 財政措置 財政措置

財政措置

地⽅団体が⾃主的に
策定・⾒直し
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国の交付金に係る 

施設整備計画作成の省略化について 

愛知県教育委員会 

令和４年７月１３日 

7
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重点番号65：交付金に係る施設整備計画について他の計画と代替可能とすること（愛知県）



国の交付金交付にかかる事務処理について（現状） 

 

概 要 ・地方公共団体は、国の交付金の交付を受けようとするときは、当該団体が設置

する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成しなければな

らない。 

     ・地方公共団体は施設整備計画を作成又は変更したときは（当該市町村の属する

都道府県の教育委員会を経由して）文部科学大臣に提出しなければならない。 

根拠法令・義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第１２条第２項、４項 

対象交付金 学校施設環境改善交付金 
 

 ＜施設整備計画の記載内容＞ 

  １：名称 ２：計画期間   

  ３：目標 ①老朽化対策、②安全・安心な教育環境の確保、③教室不足の解消等、 

       ④教育環境の質的向上、⑤施設の特性に配慮した教育環境の充実 

  ４：学校施設の整備状況 (1)学校数等、(2)整備計画の策定状況 

  ５：目標の達成状況に係る評価 ６：目標達成に必要な事業（学校ごと） 
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 国の交付金交付にかかる事務処理について（課題） 
 

課 題 法令上作成が義務付けられている「施設整備計画」には、他の書類で代替し得ると考えられ

ること。（＝書類作成に伴う事務負担の発生） 

      施設整備計画と他計画について 
 

計画名 施設整備計画 個別施設計画 建築計画 

策定主体 都道府県及び市町村（特別区を含む） 各インフラの管理者（各教育委員会） 都道府県及び市町村（特別区を含む） 

根拠法等 
・義務教育諸学校等の施設費の国庫負
担等に関する法律等 

・インフラ長寿命化基本計画 
・学校施設の長寿命化計画策定に係
る手引 

・令和〇年度建築計画（〇月調査）につい
て（事務連絡） 

策定 
任意 or義務 

義務 任意 任意 

策定目的・趣旨 

・公立の義務教育諸学校等施設の老朽
化状況等の適切な実態把握の下、地域
特性等を活かした学校づくりを進める
ため。 

・インフラ長寿命化基本計画に基づ
き、インフラの維持管理・更新等を着
実に推進するための中期的な取組の
方向性を明らかにするため。（インフ
ラ長寿命化基本計画より抜粋） 

・国の次年度予算要求の基礎資料 
（文科省と各自治体間における専用シス
テムで提出等がなされている） 

計画期間 
策定頻度 

・緊急の課題を迅速に進めていく観点
から、３年以内（基本計画） 
・公立の義務教育諸学校等施設に係る
改築等事業（改築、改造、新築、増築な
ど）の実施に要する経費に係る交付金
を受ける場合（法１２条１項２項） 

・少なくとも１０年以上を見据えた
中長期的な計画とし、進捗状況のフォ
ローアップ結果等を踏まえて、５年程
度を目安に計画を更新することが望
ましい。（インフラ長寿命化基本計画） 

・原則単年度（大規模で複数年度にまたが
る工事についても、特段の事情が無い限り
２年以内） 
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国の交付金交付にかかる事務処理について（課題） 
 

記載項目の対応関係 

 

 
1 名称 ・ 名称 名称

2 計画期間 ・ 計画期間 計画期間

3 目標 ・ 対象施設 ・ 交付金の対象校、建物

① 老朽化対策 ・ 学校施設としての機能・性能を踏まえた ・ 対象事業（交付金該当メニュー）

② 地震、津波等災害への備え 目指すべき姿

③ 防犯対策など安全性確保 ・ 学校施設の改修等の基本的な方針

④ 教育環境の質的向上

⑤ 施設の特性に配慮した

教育環境の充実

4 学校施設の整備状況

(1) 学校数等 ※記載はないが交付金交付上支障なし

(2) 整備計画の策定状況 （個別施設計画そのもの） ・ 整備計画の策定状況

・ 事業に関する事項（学校ごと）

5 目標の達成状況に係る評価 　本県実施の「管理事業評価調書」の

　実施・公表

6 目標達成に必要な事業 ・ 事業に関する事項

（学校ごと） （学校ごと）

施設整備計画 個別施設計画 建築計画
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 施設整備計画と他計画の記載項目について（例） 
 

 

①施設整備計画（様式３） 

 

※様式１・２（整備目標等）は省略 

②建築計画 

 

 

事業単位
建物

区分

構造

区分

全事業期間

（契約～完成）
（㎡、箇所等）

うち、

補助対象

面積等

（千円）

うち、対象内

実工事費

（千円）

〇〇学校 （１） 07 大規模改造（障害） 校 - H31.6～H32.2 1 1 68,430 68,430 平成31年度

△△学校 （５） 14 特支（幼・高） 校 - H31.6～H32.2 878 402 162,230 143,793 平成31年度

××学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 - H31.6～H32.2 1,146 1,146 187,020 187,020 平成31年度

学校等の名称
事業

区分
目標 備考

整備方針
事業全体の整備面積等

【負担金事業を含む】

事業全体の概算工事費

【負担金事業を含む】 事業実施

年度

（予定）

交付金算定に必要な情報（学校名、事業の内容、面積、工事費等）は建築計画に記載されており、施設

整備計画と類似している 
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課題を踏まえての提案内容（解決策）及び効果について 

提案内容 

「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第１２条第２

項及び第４項に定める「施設整備計画」を、地方公共団体作成の

「個別施設計画」及び文部科学省通知に基づき作成する「建築計

画」で代替可能とする。 

※ 法律自体の改正は必要でなく、「読み替え」が可能かと思われる。

効  果・

現行作成している「施設整備計画」について作成を省略化することに 

より、事務負担の軽減が図られる。 
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